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ア
メ
ノ
ホ
ヒ
考　

吉
　
田
　
修
　
作

　
　
　

序

　

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
ウ
ケ
ヒ
に
よ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
子
で
ア
メ
ノ
オ

シ
ホ
ミ
ミ
の
兄
弟
と
し
て
出
生
し
、
そ
の
後
の
葦
原
中
国
の
平
定
で
は
最
初
に
高
天
原
か
ら
葦
原
中
国
へ
使
者
と
し
て
派
遣
さ
れ
た

が
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
「
媚
び
」
て
三
年
復
奏
せ
ず
に
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
古
事
記
』
で
は
ア
メ
ノ

ホ
ヒ
の
子
の
タ
ケ
ヒ
ラ
ト
リ
が
出
雲
国
造
な
ど
の
祖
と
さ
れ
、『
日
本
書
紀
』
正
文
で
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
出
雲
臣
ら
の
祖
と
さ
れ
て
い

る
。
一
方
、『
日
本
書
紀
』一
書
で
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
者
と
な
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。

他
方
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
か
ら
命
じ
ら
れ
た
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
葦
原
中
国
の
様
子
を
復
奏
し
、
続
い
て
ア
メ
ノ

ホ
ヒ
の
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
な
ど
が
葦
原
中
国
へ
派
遣
さ
れ
、「
国
作
ら
し
し
大
神
」（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
を
「
媚
び
鎮
め
」
た
と
い
う
。�

こ
こ
で
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
対
す
る
時
に
「
媚
び
」
と
い
う
語
が
一
種
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
媚
び
」

に
つ
い
て
は
高
天
原
に
対
す
る
背
信
行
為
か
否
か
と
い
う
点
で
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
へ
の
評
価
も

分
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
次
に
葦
原
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
、
同
じ
く
高
天
原
に
復
奏
せ
ず
に
反
逆
者
と
し
て
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殺
さ
れ
る
の
に
比
べ
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
何
ら
咎
め
ら
れ
た
り
も
し
な
い
の
で
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
差
異
は
何
故

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
前
述
の
よ
う
に
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
高
天
原
の
使
者
と
し
て
一
定
の
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
最
終
的
に
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
「
媚
び
鎮
め
」
た
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
が
出
雲
側
の
資
料
と
い

う
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』
一
書
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
を
す
る
と
い
う
記
事
を
参
照
す
る
と
、『
出

雲
国
造
神
賀
詞
』
の
「
媚
び
鎮
め
」、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
正
文
の
「
媚
び
」
は
祭
祀
の
方
法
の
結
果
の
表
現
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
を
対
比
し
つ
つ
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　

一　

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
出
生

　

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
出
生
の
記
事
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

速
須
佐
男
命
、
天
照
大
御
神
の
左
の
御
み
づ
ら
に
纒
け
る
八
尺
の
勾ま

が
た
ま瓊

の
五い

ほ

つ
百
津
の
み
す
ま
る
の
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
ぬ
な
と

も
ゆ
ら
に
天
の
真
名
井
に
振
り
滌
ぎ
て
、
さ
が
み
に
か
み
て
、
吹
き
棄
つ
る
気い

ふ
き吹

の
狭
霧
に
成
れ
る
神
の
御
名
は
、
正
勝
吾
勝
々

速
日
天
之
忍
穂
耳
命
、
亦
、
右
の
御
み
づ
ら
に
纒
け
る
珠
を
乞
ひ
度
し
て
、
さ
が
み
に
か
み
て
、
吹
き
棄
つ
る
気
吹
の
狭
霧
に

成
れ
る
神
の
御
名
は
、
天
之
菩
卑
能
命
。
…
…
故
、
此
の
後
に
生
め
る
五
柱
の
子
の
中
に
、
天
菩
比
命
の
子
、
建
比
良
鳥
命
、〈
此

は
出
雲
国
造
…
…
等
が
祖
ぞ
〉（『
古
事
記
』
上
巻
ウ
ケ
ヒ
段
）

既
に
し
て
素
戔
嗚
尊
、
天
照
大
神
の
髻み

づ
ら・
鬘か
づ
らと
腕
た
だ
む
きと
に
纒
か
せ
る
八
坂
瓊に

の
五い

ほ

つ
百
箇
御み
す
ま
る統
を
乞
ひ
取
り
、
天
真
名
井
に
濯
ぎ
、

齬さ
が

然み

に
咀か嚼
み
て
、
吹
き
棄
つ
る
気い
ふ
き噴
の
狭
霧
に
生
め
る
神
、
号
け
て
正
哉
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
と
曰
す
。
次
に
天
穂

日
命
。〈
是
出
雲
臣
・
土
師
連
等
が
祖
な
り
〉
…
…
（
神
代
紀
六
段
正
文
）

是
に
素
戔
嗚
尊
、
持
た
せ
る
剣
を
以
ち
て
、
天
真
名
井
に
浮
け
寄
せ
、
剣
の
末
を
𪘂く

ひ
断
ち
て
、
吹
き
出
づ
る
気
噴
の
中
に
神
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を
化な生
し
た
ま
ふ
。
天
穂
日
命
と
号
す
。
次
に
正
哉
勝
吾
勝
勝
速
日
天
忍
骨
尊
。
…
…
（
神
代
紀
六
段
一
書
二
）

已
に
し
て
素
戔
嗚
尊
、
左
の
髻み

づ
らに

纒
か
せ
る
五
百
箇
御
統
の
瓊に

を
含
み
、
左
の
手
の
掌
に
著
き
て
便
ち
男
を
化
生
し
た
ま
ふ
。

則
ち
称
し
て
曰
は
く
、「
正
し
き
哉
、
吾
勝
ち
ぬ
」
と
の
た
ま
ふ
。
故
、
因
り
て
名
け
て
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
と
曰
す
。
復
右
の

髻
に
纒
か
せ
る
五
百
箇
御
統
の
瓊
を
含
み
、
右
の
手
の
掌
に
著
き
て
天
穂
日
命
を
化
生
し
た
ま
ふ
。
…
…
（
同
一
書
三
）

　
『
古
事
記
』、
神
代
紀
正
文
、
同
一
書
三
で
は
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
順
、
神
代
紀
一
書
二
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
、
ア
メ

ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
順
だ
が
、
そ
の
二
神
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
右
の
記
述
で
「
左
の
御
み

づ
ら
に
纒
け
る
珠
」（『
古
事
記
』）、「
左
の
手
の
掌
に
著
き
て
」（
神
代
紀
一
書
三
）
な
ど
に
よ
り
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
、「
右
の
御

み
づ
ら
に
纒
け
る
珠
」（『
古
事
記
』）、「
右
の
手
の
掌
に
著
き
て
」（
神
代
紀
一
書
三
）
な
ど
に
よ
り
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
出
生
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
松
本
直
樹
も
指
摘
し
て
い
る（

１
）こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
は
右
に
対
し
て
左
を
優
位
と
す
る
観
念
が
読
み
取
れ
、
そ
れ
は

ア
マ
テ
ラ
ス
と
ツ
ク
ヨ
ミ
の
出
生
の
条
に
も
見
ら
れ
る
。

是
に
、
左
の
御
目
を
洗
ひ
し
時
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
天
照
大
御
神
。
次
に
右
の
御
目
を
洗
ひ
し
時
に
成
れ
る
神
の
名
は
、
月
読�

命
。
…
…
（『
古
事
記
』
上
巻
ミ
ソ
ギ
の
段
）

伊
弉
諾
尊
の
曰
は
く
、「
吾
御
寓
す
珍
の
子
を
産
ま
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
左
の
手
を
以
ち
て
白
銅
鏡
を
持
ち
た
ま
ふ

と
き
に
、
則
ち
化な

り

出い

づ
る
神
有
り
。
是
を
大
日ひ
る
め孁
尊
と
謂
す
。
右
の
手
を
以
ち
て
白
銅
鏡
を
持
ち
た
ま
ふ
と
き
に
、
則
ち
化
出

づ
る
神
有
り
。
是
を
月
弓
尊
と
謂
す
。
…
…
（
神
代
紀
五
段
一
書
一
）

然
し
て
後
に
左
の
眼
を
洗
ひ
た
ま
ふ
。
因
り
て
神
を
生
み
た
ま
ひ
、
号
け
て
天
照
大
神
と
曰
す
。
復
右
の
眼
を
洗
ひ
た
ま
ふ
。

因
り
て
神
を
生
み
た
ま
ひ
、
号
け
て
月
読
尊
と
曰
す
。
…
…
（
同
一
書
六
）

　

ア
マ
テ
ラ
ス
、
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
、
そ
し
て
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
と
続
く
天
つ
神
系
統
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
倭
王
権
へ
と
繋
が
っ

て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
兄
弟
と
さ
れ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
、
ツ
ク
ヨ
ミ
は
出
生
か
ら
し
て
そ
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
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王
権
と
関
わ
ら
な
い
存
在
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
周
知
の
通
り
、
兄
弟
関
係
で
言
う
な
ら
ば
、
王
権
に
繋
が
る
ヤ
マ
サ
チ
（
ホ
ヲ
リ
・

ヒ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
）
に
対
す
る
兄
ウ
ミ
サ
チ
（
ホ
デ
リ
）
が
阿
多
隼
人
の
祖
で
あ
る
と
い
う
の
も
そ
れ
ら
に
該
当
す
る
。
ア
メ
ノ
オ
シ

ホ
ミ
ミ
が
左
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
右
に
対
応
す
る
と
い
う
設
定
が
あ
り
、
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
古
事
記
』
で
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
子
の

タ
ケ
ヒ
ラ
ト
リ
が
出
雲
国
造
等
の
祖
、
神
代
紀
六
段
正
文
で
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
出
雲
臣
等
の
祖
と
記
し
て
い
る
。

　

二　

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
び
」

　

次
に
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
で
登
場
す
る
記
事
を
見
て
み
る
。

爾
く
し
て
、
高
御
産
巣
日
神
・
天
照
大
神
の
命
以
て
、
天
の
安
の
河
の
河
原
に
八
百
万
の
神
を
集
へ
集
へ
て
、
思
金
神
に
思
は

し
め
て
、
詔
ひ
し
く
、「
此
の
葦
原
中
国
は
、
我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
と
、
言
依
し
て
賜
へ
る
国
ぞ
。
故
、
此
の
国
に
道
速
振

る
荒
振
る
国
つ
神
等
の
多
た
在
る
を
以
為
ふ
に
、
是
、
何
れ
の
神
を
使
は
し
て
か
言
趣む

け
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
爾
く
し
て
、

思
金
神
と
八
百
万
の
神
と
、
議
り
て
白
し
し
く
、「
天
菩
比
神
、
是
遣
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。
故
、
天
菩
比
神
を
遣
せ
ば
、
乃

ち
大
国
主
神
に
媚
び
附
き
て
、
三
年
に
至
る
ま
で
復

か
へ
り
ご
と
ま
を

奏
さ
ず
。（『
古
事
記
』
上
巻
葦
原
中
国
平
定
段
）

故
、
高
皇
産
霊
尊
、
八
十
諸
神
を
召
集
へ
て
問
ひ
て
曰
は
く
、「
吾
、
葦
原
中
国
の
邪あ

し
き
も
の鬼を

撥は
ら

ひ
平む

け
し
め
む
と
欲
ふ
。
誰
を
遣

さ
ば
宜
け
む
。
惟こ

れ

、
爾な

む
ぢ諸

神
、
知
れ
ら
む
を
な
隠
し
そ
」
と
の
た
ま
ふ
。
僉み

な

曰ま
を

さ
く
、「
天
穂
日
命
、
是
神
の
傑

す
ぐ
れ
た
るな

り
。
試
み
た

ま
は
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
ま
を
す
。
是
に
衆
の
言
に
俯
順
ひ
、
則
ち
天
穂
日
命
を
以
ち
て
往
き
平
け
し
め
た
ま
ふ
。
然
れ
ど
も

此
の
神
、
大
己
貴
神
に
佞

お
も
ね
り媚
び
、
三
年
に
比い

た及
る
ま
で
に
、
尚
し
、
報
か
へ
り
ご
と
ま
を
聞
さ
ず
。
故
、
仍
り
て
其
の
子
大お
ほ
せ
め
み

背
飯
三
熊
之の

う

し
大
人
、

亦
の
名
は
武
三
熊
之
大
人
と
い
ふ
、
を
遣
す
。
此
、
亦ま

た還
其
の
父
に
順
ひ
、
遂
に
報
聞
さ
ず
。（
神
代
紀
九
段
正
文
）

　

右
の
『
古
事
記
』
で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
命
以
て
」、
オ
モ
ヒ
カ
ネ
に
思
わ
し
め
て
、
葦
原
中
国
に
荒
ぶ
る
国
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つ
神
が
い
る
の
で
、
い
ず
れ
の
神
を
遣
わ
し
て
「
言
趣
け
む
」
と
の
り
た
ま
う
た
の
で
、
オ
モ
ヒ
カ
ネ
と
八
百
万
神
が
相
談
し
「
ア

メ
ノ
ホ
ヒ
を
遣
わ
す
と
よ
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
の
で
遣
わ
し
た
と
こ
ろ
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
「
媚
び
附
」
い
て
三

年
復
奏
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
神
代
紀
九
段
正
文
で
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
八
十
諸
神
に
葦
原
中
国
を
平
け
た
く
思
う
の
で
派
遣
す

る
神
を
問
う
と
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
よ
い
と
い
う
の
で
派
遣
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
「
佞
媚
び
」
て
三
年
報
聞
さ
な
か
っ
た
。

続
い
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
子
を
派
遣
し
た
が
こ
れ
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

右
の
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
主
な
差
異
は
、
前
者
の
司
令
神
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
二
神
で
あ
る
こ
と
と
、

オ
モ
ヒ
カ
ネ
と
八
百
万
神
が
相
談
し
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
を
進
言
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
八
十
諸
神
に
問
う

て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
に
限
ら
ず
、
続
く
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
派
遣
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
派
遣
に
関
し

て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
、
葦
原
中
国
平
定
に
至
る
高
天
原
か
ら
の
派
遣
が
三
度
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
二
度
の
失
敗
を
経
て
三
度
目
に
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
説
話
の
型
と
い
う
見
方
が
存
在
す
る
。
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
場
合

は
「
其
の
国
を
獲
む
と
慮

お
も
ひ
は
かり
て
」（『
古
事
記
』）
と
あ
る
の
で
、
反
逆
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
場
合

は
そ
の
よ
う
な
明
示
が
な
い
た
め
に
、
理
解
し
づ
ら
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
戸
谷
高
明
は
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
に
つ
い
て
背
信
行
為
を
行
っ
た

と
認
定
し
て
い
る（

２
）が
、『
古
事
記
』
や
神
代
紀
正
文
の
記
述
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
戸
谷
の
言
う
よ
う
な
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
明
確
な
背

信
行
為
は
認
め
難
い
。
従
っ
て
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
は
単
な
る
失
敗
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
二
度
の
失
敗
の
後
の
三
度
目
の
成

功
と
い
う
話
型
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
要
は
、
序
で
も
述
べ
た
『
古
事
記
』、
神
代
紀
正
文
「
媚
び
」
の
解
釈
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る

の
で
、
次
に
『
日
本
書
紀
』
を
中
心
と
し
た
他
の
古
代
文
献
の
「
媚
び
」
の
用
例
を
参
照
し
て
み
る
。
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三　
「
媚
び
」
の
用
例
と
解
釈

亦
佞ね

い

媚び

の
者
は
、
上か
み

に
対
ひ
て
は
好
み
て
下し
も

の
過
を
説
き
、
下
に
逢
ひ
て
は
上
の
失
を
誹
謗
す
。
其
れ
如か
く
の
ご
と此き
人
、
皆
君
に
忠
无�

く
、
民
に
仁
无
し
。（
推
古
紀
十
二
年
四
月
）

高こ

ま麗
の
沙
門
道
顕
の
日
本
世
記
に
曰
く
「
…
…
其
の
注
に
曰
は
く
新
羅
の
春
秋
智
、
願
を
内
臣
蓋か
ふ

金こ
む

に
得
ず
。
故
亦
唐
に
使
し�

て
、
俗
く
に
わ
ざの
衣
冠
を
捨
て
、
媚
を
天
子
に
請
し
、
禍
を
隣
国
に
投い
た

し
て
、
斯
の
意こ
こ

行ろ

を
構
ふ
と
い
ふ
」。（
斉
明
紀
六
年
七
月
）

是
の
日
に
詔
し
て
曰
は
く
、「
凡
そ
百
寮
の
諸
人
、
宮
人
を
恭ゐ

や

敬ま

ふ
こ
と
、
過
ぎ
て
甚
し
。
或
は
其
の
門
に
詣い
た

り
己
が
訟う
た
へを
謁あ
つ
らへ
、

或
は
幣

ま
ひ
な
ひを

捧
げ
て
其
の
家
に
媚
ぶ
。
…
…
」（
天
武
紀
十
年
五
月
）

而
る
を
竭

ま
め
こ
こ
ろ
を
つ
く

忠
し
本
職
を
宣
揚
す
る
こ
と
を
惟お

も

は
ず
。
而
も
清
白
き
こ
と
を
傷や

ぶ

り
、
詐い

つ
はり

て
幸か

う

媚び

を
求
む
。（
持
統
紀
三
年
五
月
）

　

右
の
推
古
紀
は
十
七
条
憲
法
の
六
条
の
一
部
で
、
媚
び
へ
つ
ら
う
者
は
上
に
対
し
て
は
下
の
過
失
を
告
げ
、
下
に
向
っ
て
は
上
の

失
敗
を
誹
謗
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
君
に
対
し
て
は
忠
誠
の
心
が
な
く
、
民
に
対
す
る
仁
愛
の
念
が
な
い
と
い
う
意
で
あ
る
。

次
の
斉
明
紀
は
、
朝
鮮
半
島
情
勢
の
記
述
の
中
で
、
高
麗
の
日
本
世
記
の
注
を
引
き
、
新
羅
が
高
麗
に
救
援
を
願
い
出
た
が
叶
わ
な

か
っ
た
の
で
唐
に
使
者
を
遣
り
、
新
羅
の
衣
冠
を
捨
て
唐
服
に
改
め
る
な
ど
し
て
、
天
子
に
媚
び
を
呈
し
、
隣
国
に
禍
害
を
被
ら
せ

よ
う
と
の
思
惑
を
巡
ら
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
次
の
天
武
紀
の
記
事
は
、
百
官
の
人
々
が
宮
人
（
女
官
）
に
対
す
る
恭
敬
は
度

が
過
ぎ
て
お
り
、
訪
れ
て
訴
え
事
を
頼
ん
だ
り
、
賄
賂
を
出
し
て
媚
び
た
り
し
て
い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
次
の
持
統
紀
は
、
新

羅
か
ら
の
使
者
に
対
す
る
詔
の
中
で
、
忠
誠
を
尽
く
し
て
本
来
の
職
務
を
示
め
そ
う
と
せ
ず
、
清
白
な
心
を
損
な
い
、
偽
っ
て
媚
び

て
果
報
を
求
め
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
「
媚
び
」
は
、当
時
の
憲
法
や
官
人
を
め
ぐ
る
記
事
や
朝
鮮
半
島
に
関
わ
る
記
述
の
中
に
あ
り
、

飯
泉
健
司
が
指
摘
す
る（

３
）よ
う
に
、
儒
教
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
用
例
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
別
の
「
媚
び
」

の
用
例
も
見
ら
れ
る
。
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其
の
女
、
壮を

と
こに

媚
び
馴な

つ

き
、（『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
二
縁
）

　

男
が
妻
を
求
め
て
出
か
け
、
野
原
で
美
し
い
女
性
に
出
会
い
そ
の
女
が
馴
れ
馴
れ
し
く
な
ま
め
か
し
い
素
振
り
を
し
た
場
面
の
描

写
で
、
こ
の
用
例
は
『
遊
仙
窟
』
に
「
千
看
千
處
嫵
媚
」
な
ど
と
あ
り
、
な
ま
め
か
し
く
あ
で
や
か
な
様
を
示
す
。
又
、『
新
撰
字
鏡
』

に
は
「
嫵
〈
媚
也
、
好
也
、
古
夫
〉」
と
見
え
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
び
」
に
は
、
儒
教
的
要
素
は
あ
ま
り
見
出
せ
ず
、
ど
ち
ら
か

と
い
う
と
、
右
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
用
例
に
近
い
と
は
言
え
る
。
そ
し
て
、
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
は
ア

メ
ノ
ホ
ヒ
の
子
の
ア
メ
ノ
ヒ
ナ
ト
リ
な
ど
が
葦
原
中
国
へ
派
遣
さ
れ
、「
国
作
ら
し
し
大
神
」（
オ
ホ
ナ
ム
チ
）
を
「
媚
び
鎮
め
」
た

と
あ
る
。

高た
か
ま天
の
神か
む
み
お
や
た
か
み
む
す
ひ

王
高
御
魂
の
命
の
皇す
め

御み

ま孫
の
命
に
天
の
下
大
八
島
国
を
事
避
さ
し
ま
つ
り
し
時
に
、
出
雲
の
臣
が
遠
つ
神
天
の
ほ
ひ

の
命
を
、
国
體が

た

見
に
遣
は
し
し
時
に
、
天
の
八
重
雲
を
お
し
別
け
て
、
天
翔
り
て
、
天
の
下
を
見
廻
り
て
返
事
申
し
た
ま
は
く
、

「
豊
葦
原
の
水
穂
の
国
は
、
晝
は
五
月
蠅
な
す
水み

な
わ沸
き
、
夜
は
火ほ

べ瓫
な
す
光か
が
やく
神
あ
り
、
石
ね
・
木
立
・
青
水
沫
も
事
問
ひ
て
荒

ぶ
る
國
な
り
。
し
か
れ
ど
も
鎮
め
平む

け
て
、
皇
御
孫
の
命
に
安
國
と
平
け
く
知
ろ
し
ま
さ
し
む
」
と
申
し
て
、
己
命
の
児
天
の

夷
鳥
の
命
に
ふ
つ
ぬ
し
の
命
を
副
へ
て
、
天
降
し
遣
は
し
て
、
荒
ぶ
る
神
等
を
撥は

ら

ひ
平む

け
、
國
作
ら
し
し
大
神
を
も
媚
び
鎮
め
て
、

大
八
島
國
の
現あ

き

つ
事
・
顕う
つ

し
事
避よ

さ
し
し
め
き
。（『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』）

　

右
の
「
媚
び
鎮
め
」
に
つ
い
て
、折
口
信
夫
は
「
機
嫌
を
と
っ
て
魂
を
発
散
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
」
と
語
釈
し（

４
）、松
本
直
樹
は
「
機

嫌
を
と
っ
て
心
を
な
ご
ま
せ
る
意
」
と
説
く（

５
）。
飯
泉
健
司
は
前
掲
論
文
で
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
「「
媚
鎮
」
と
は
「
鎮
」
の
語

か
ら
祭
祀
的
な
鎮
撫
の
一
手
段
と
し
て
の
「
媚
」
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
沖
縄
や
鹿
児
島
の
祭
り
を
例
示
し
て
「
神
を
鎮
め
、
神
の
好

く
こ
と
を
し
て
機
嫌
を
と
り
、
媚
び
る
よ
う
に
祟
り
神
を
鎮
め
て
災
い
を
軽
く
す
る
」「
そ
の
姿
は
神
に
対
し
て
気
に
入
ら
れ
る
よ
う

な
態
度
で
あ
り
、
人
は
ま
さ
に
「
媚
び
る
」
状
態
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
満
足
し
た
神
は
鎮
ま
る
と
い
う
具
合
に
祭
祀
は
進
行
す�

る
」
と
言
及
し
て
い
る
。『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
に
お
い
て
も
右
の
引
用
文
の
後
に
、
オ
ホ
ナ
モ
チ
が
「
八
百
丹
杵
築
の
宮
に
静
ま
り
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ま
し
き
」
と
あ
り
、「
鎮
」
と
「
静
」
の
用
字
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
と
も
に
祭
祀
さ
れ
る
と
い
う
意
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
だ�

し
、
飯
泉
論
文
で
は
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
「
媚
び
鎮
め
」
は
祭
祀
的
だ
が
、
前
掲
の
『
古
事
記
』、
神
代
紀
九
段
正
文
の
「
媚
び
」

は
政
治
的
と
す
る
点
は
疑
問
が
残
る
。
又
飯
泉
は
別
の
論
文
で
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
と
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
の
派
遣
に
つ
い
て
、「
敵
に
媚
び
る

こ
と
に
よ
る
失
敗
と
、
天
孫
が
治
め
る
べ
き
国
を
我
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
失
敗
で
あ
る
」
と
し
、「
国
譲
り
の
失
敗
は
、
次
第
に
罪

が
重
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
」
と
、『
古
事
記
』、
神
代
紀
九
段
正
文
の
「
媚
び
」
を
罪
と
捉
え
て
お
り（

６
）、
そ
の
点

で
は
前
掲
の
戸
谷
高
明
論
文
と
通
じ
て
い
て
賛
同
し
兼
ね
る
。

　

そ
こ
で
飯
泉
論
文
に
は
触
れ
て
は
い
な
い
が
、「
媚
」
の
用
字
を
検
証
す
る
と
、
白
川
静
の
『
新
訂
字
訓
』
に
は
次
の
よ
う
に
解
説

し
て
い
る
。

人
に
気
に
入
る
よ
う
に
、
な
ま
め
か
し
い
よ
う
す
を
し
、
ま
た
へ
つ
ら
う
こ
と
を
い
う
。
も
と
は
神
に
祈
る
と
き
の
神
に
対
す

る
行
為
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
…
…
（『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
を
引
用
）
眉
は
眉
飾
。
眉
の
と
こ
ろ
に
呪
餝
を
施
し
て
、
巫ふ

こ蠱
媚び

道ど
う

と
い
わ
れ
る
呪
的
な
行
為
を
す
る
巫
女
を
媚
と
い
う
。
…
…
佞
は
も
と
美
徳
を
い
う
語
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
媚

と
同
じ
く
、
よ
く
神
意
を
迎
え
、
神
に
仕
え
る
意
で
あ
っ
た（

７
）。

　
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
「
媚
び
鎮
め
」、『
古
事
記
』
の
「
媚
び
付
き
」、神
代
紀
正
文
の
「
佞
媚
び
」
は
と
も
に
右
の
よ
う
な
「
媚
」

や
「
佞
」
の
原
義
に
近
い
用
い
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
前
掲
の
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
媚
び
」
も
そ
の
よ
う
な
原
義
に
遡
れ
ば
、

呪
的
な
行
為
を
す
る
巫
女
の
よ
う
に
怪
し
げ
に
な
ま
め
か
し
く
と
解
さ
れ
よ
う
か
。
次
に
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
『
出
雲
国
造
神

賀
詞
』
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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四　
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
奏
上
儀
礼
と
テ
ク
ス
ト　

　

周
知
の
よ
う
に
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
は
平
安
朝
の
延
喜
式
に
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
儀
礼
は
出
雲
国
造
が
出
雲
と
倭
を
往

還
し
て
神
賀
詞
奏
上
を
行
う
も
の
で
、
そ
の
記
録
の
初
出
は
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
二
年
（
七
一
六
）
二
月
十
日
条
と
さ
れ
る
。

出
雲
国
の
国
造
外
正
七
位
上
出
雲
臣
果は

た
や
す安

、
斎

も
の
い
みし

竟
り
て
神
賀
の
事
を
奏
す
。

　

た
だ
、
そ
の
記
録
は
そ
れ
以
前
に
そ
の
儀
礼
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
意
見
と
、
右
の

記
事
を
そ
の
儀
礼
の
始
ま
り
と
捉
え
る
説
が
あ
る
。
後
者
が
一
般
的
だ
が
、
そ
れ
に
従
っ
て
右
の
記
事
が
そ
の
儀
礼
の
初
出
で
あ
っ

た
に
し
て
も
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
筆
録
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
そ
の
儀
礼
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

榎
本
福
寿
な
ど
が
説
い
て
い
る（

８
）よ
う
に
、神
賀
詞
奏
上
儀
礼
、神
賀
詞
成
立
に
忌
部
子こ
び
と首
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

忌
部
子
首
の
略
歴
は
次
の
通
り
。

　

天
武
紀
元
年
七
月
（
壬
申
の
乱
）、
将
軍
大
伴
吹ふ

け
ひ負
が
忌
部
子
人
を
古
京
防
衛
に
派
遣
。
同
十
年
三
月
（
帝
紀
及
び
上
古
諸
事
の
記�

定
）、
川
嶋
皇
子
以
下
十
二
人
と
と
も
に
詔
を
受
く
の
中
に
小
錦
中
忌
部
連
首
。
元
明
天
皇
和
銅
元
年
三
月
、
正
五
位
下
忌
部
宿
禰
子

首
出
雲
守
と
為
す
。
元
正
天
皇
養
老
三
年
閏
七
月
、
散
位
従
四
位
上
忌
部
宿
禰
子
人
卒
す
。

　

右
の
略
歴
で
分
か
る
よ
う
に
、
神
賀
詞
奏
上
の
記
録
の
初
出
の
出
雲
臣
果
安
と
同
時
期
に
忌
部
子
首
は
出
雲
守
で
あ
っ
た
わ
け
で
、

門
脇
禎
二
は
、
忌
部
子
首
の
経
歴
か
ら
見
て
も
神
賀
詞
の
「
と
と
の
え
あ
げ
に
、
子
首
と
国
造
果
安
と
の
談
合
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
」

と
推
測
す
る（

９
）。
榎
本
が
前
掲
論
文
で
批
判
す
る
よ
う
に
、
門
脇
の
「
談
合
」
と
い
う
語
は
適
切
と
思
わ
れ
な
い
が
、
出
雲
臣
果
安
と

忌
部
子
首
が
神
賀
詞
奏
上
や
神
賀
詞
作
成
に
何
ら
か
の
形
で
関
わ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
特
に
忌
部
子
首
が
帝
紀
及
び

上
古
諸
事
の
記
定
に
携
わ
っ
た
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
彼
が
文
字
や
こ
と
ば
を
自
在
に
操
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

篠
川
賢
は
忌
部
子
首
が
出
雲
守
在
任
中
（
七
〇
八
～
七
一
六
）
に
『
神
賀
詞
』
が
作
ら
れ
た
と
す
る
説
を
提
示
し）

（1
（

、
瀧
音
能
之
は
「
子
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首
の
史
書
編
纂
と
い
う
キ
ャ
リ
ア
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
出
雲
臣
果
安
の
奏
上
に
関
与
し
た
と
考
え
る）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
奏
上
儀
礼
に
関
し
て
は
、
出
雲
国
造
の
代
替
わ
り
に
当
た
り
朝
廷
に
服
従
を
誓
う
た
め
と
す
る
小
村
宏
史
な
ど
の
説）

（1
（

、
天
皇

の
即
位
に
際
し
て
そ
の
御
世
を
祝
福
し
天
皇
の
支
配
を
保
証
す
る
儀
礼
と
解
す
る
大
浦
元
彦
な
ど
の
説）

（1
（

が
あ
る
。
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・

マ
ラ
ル
は
後
者
の
説
に
賛
同
し
論
を
展
開
し
て
い
る）

（1
（

が
、
資
料
的
観
点
か
ら
ど
う
な
の
か
、『
続
日
本
紀
』
の
記
述
か
ら
必
要
事
項
を

抜
粋
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

和
銅
元
（
七
〇
八
）　
（
国
造
任
命　

果
安
）

　
　

霊
亀
元
（
七
一
五
）・
九
・
二
（
元
正
即
位
）

霊
亀
二
（
七
一
六
）
二
・
一
〇　
（
神
賀
詞
奏
上
）

　
　

養
老
五
（
七
二
一
）　
（
国
造
任
命　

広
嶋
）

神
亀
元
（
七
二
四
）・
正
・
二
七
（
神
賀
詞
奏
上
）

　

神
亀
元
（
七
二
四
）・
二
・
四　
（
聖
武
即
位
）

神
亀
三
（
七
二
六
）・
二
・
二　
（
神
賀
詞
奏
上
）

　
　

天
平
一
八
（
七
四
六
）・
三
・
七
（
国
造
任
命　

弟
山
）

　
　

天
平
勝
宝
元
（
七
四
九
）
七
・
二
（
孝
謙
即
位
）

天
平
勝
宝
二
（
七
五
〇
）
二
・
四
（
神
賀
詞
奏
上
）

天
平
勝
宝
三
（
七
五
一
）
二
・
二
二
（
神
賀
詞
奏
上
）

　
　

天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
八
・
一
（
淳
仁
即
位
）

　
　

天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
正
・
二
〇
（
国
造
任
命　

益
方
）

　
　

天
平
宝
字
八
（
七
六
四
）
一
〇
・
九
（
称
徳
即
位
）
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神
護
景
雲
元
（
七
六
七
）
二
・
一
四
（
神
賀
詞
奏
上
）

神
護
景
雲
二
（
七
六
八
）
二
・
五
（
神
賀
詞
奏
上
）

　
　

宝
亀
元
（
七
七
〇
）
一
〇
・
一
（
光
仁
即
位
）

　
　

宝
亀
四
（
七
七
三
）
九
・
八
（
国
造
任
命　

国
上
）

　
　

天
応
元
（
七
八
一
）
四
・
三
（
桓
武
即
位
）

　
　

延
暦
元
（
七
八
二
）（
国
造
任
命　

国
成
）

延
暦
四
（
七
八
五
）
二
・
一
八
（
神
賀
詞
奏
上
）

延
暦
五
（
七
八
六
）
二
・
九
（
神
賀
詞
奏
上
）

　

霊
亀
元
年
の
神
賀
詞
奏
上
は
国
造
代
替
わ
り
と
も
元
正
天
皇
即
位
に
関
す
る
儀
礼
と
も
言
え
る
。
神
亀
元
年
の
神
賀
詞
奏
上
は
国

造
代
替
わ
り
で
あ
る
こ
と
が
明
白
だ
が
、神
亀
三
年
の
場
合
は
聖
武
天
皇
即
位
儀
礼
と
兼
ね
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
天
平
勝
宝
二
年
、

三
年
と
神
護
景
雲
元
年
、
同
二
年
、
更
に
延
暦
四
年
、
同
五
年
の
神
賀
詞
奏
上
は
国
造
任
命
後
と
孝
謙
天
皇
、
称
徳
天
皇
、
桓
武
天

皇
即
位
儀
礼
の
双
方
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
淳
仁
天
皇
即
位
で
は
神
賀
詞
奏
上
と
繋
が
っ
て
お
ら
ず
、
宝
亀
四
年
の
国
造
代
替

わ
り
後
の
神
賀
詞
奏
上
は
見
ら
れ
な
い
。『
続
日
本
紀
』
に
お
け
る
資
料
的
な
問
題
も
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
世
代
に
よ
っ
て
、

神
賀
詞
奏
上
の
意
味
合
い
が
出
雲
国
造
の
服
従
の
誓
約
と
天
皇
即
位
の
寿
ぎ
と
、
ど
ち
ら
に
重
点
が
置
か
れ
る
か
が
一
定
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
別
に
言
え
ば
、
神
賀
詞
奏
上
が
出
雲
の
王
権
へ
の
服
従
を
示
す
と
も
に
、
王
権
、
天
皇
を
寿
ぐ
位
相
を

併
せ
持
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
は
神
賀
詞
の
表
現
の
中
に
幾
つ
か
垣
間
見
ら
れ
、
そ
の
一
つ
が
ア
メ
ノ

ホ
ヒ
に
対
す
る
次
の
よ
う
な
天
つ
神
か
ら
の
仰
せ
言
に
表
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
親む

つ

神
ろ
き
・
神
ろ
み
の
命
の
宣
り
た
ま
は
く
、「
汝い
ま
し天
の
ほ
ひ
の
命
は
、
天
皇
命
の
手
長
の
大
御
世
を
、
堅か
き

磐は

に
常
磐
に

齋い
は

ひ
ま
つ
り
、
茂い

か

し
の
御
世
に
幸
は
へ
ま
つ
れ
」
と
仰
せ
た
ま
ひ
し
次
の
ま
に
ま
に
、
供い

は
ひ
ご
と齋仕
へ
ま
つ
り
て
、
朝
日
の
豊
榮
登
り�
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に
、
神
の
禮ゐ
や

じ
ろ
、
臣
の
禮
じ
ろ
と
、
御み

禱ほ
き

の
神
寶
献
た
て
ま
つら
く
と
奏ま
を

す
。（『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』）

　

祖
先
の
親
神
様
の
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
は
、
汝
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
命
は
天
皇
の
長
い
ご
寿
命
を
堅
磐
常
磐
の
よ
う
に
永
久
不
変
に
秘

儀
的
に
魂
を
鎮
定
し
申
し
上
げ
、
立
派
な
ご
寿
命
と
し
て
、
霊
妙
不
可
思
議
な
結
果
を
現
し
奉
れ
と
、
仰
せ
ら
れ
な
さ
っ
た
云
々
と

い
う
よ
う
な
内
容
で
、
天
皇
を
寿
ぐ
慣
用
的
表
現
で
あ
る
。
出
雲
臣
の
遠
神
で
あ
る
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
天
皇
讃
美
す
る
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
そ
れ
は
神
賀
詞
奏
上
と
も
同
定
す
る
。

　

要
す
る
に
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
は
平
安
朝
の
資
料
だ
が
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
と
は
祭
祀
儀
礼
に
基
づ
く
記
述
と
歴
史

書
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
時
代
的
テ
ク
ス
ト
と
見
な
さ
れ
、
出
雲
の
服
従
と
天
皇
讃
美
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

尚
、
松
前
健
は
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
部
分
な
ど
に
関
し
て
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
比
べ
て
古
い
出
雲
側

の
伝
承
で
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
は
そ
れ
ら
を
改
変
し
た
後
世
的
、
第
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る）

（1
（

が
、
根
拠
が

乏
し
く
受
け
入
れ
難
い
。
本
稿
で
は
、『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
を
そ
れ
ぞ
れ
性
格
は
異
な
る
も
の
の
、
同

時
代
的
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
立
場
を
取
る
。

　

五　
「
言
向
け
」・
問
答
・「
媚
び
」

　

こ
こ
で
再
度
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
に
戻
る
。
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
高
天
原
、
天
か
ら
の
派
遣
は
何
の
た
め

に
な
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、葦
原
中
国
の
「
言
趣む

け
む
」（『
古
事
記
』）、「
平む

け
し
む
」（
神
代
紀
九
段
正
文
）
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
後
の
葦
原
中
国
の
「
言
趣
け
」
は
と
い
う
と
、
次
に
派
遣
さ
れ
た
ア
メ
ワ
カ
ヒ
コ
が
葦
原
中
国
を
奪
は
む
と
し
て
反

逆
し
最
終
的
に
殺
さ
れ
、
三
番
目
に
派
遣
さ
れ
た
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
に
よ
っ
て
漸
く
そ
の
目
的
が
果
た
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
タ
ケ
ミ

カ
ヅ
チ
の
「
言
趣
け
」
の
様
を
『
古
事
記
』
の
記
述
で
見
て
み
る
。
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
出
雲
の
浜
に
至
っ
て
次
の
よ
う
に
オ
ホ
ク
ニ
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ヌ
シ
に
問
い
掛
け
る
。

其
の
大
国
主
神
を
問
ひ
て
言
ひ
し
く
、「
天
照
大
御
神
・
高
木
神
の
命
以
て
、問
ひ
に
使
は
せ
り
。
汝
が
う
し
は
け
る
葦
原
中
国
は
、

我
が
御
子
の
知
ら
さ
む
国
と
言
依
し
賜
ひ
き
。
故
、
汝
が
心
は
奈
何
に
」
と
い
ひ
き
。（『
古
事
記
』
上
巻
国
譲
り
段
）

　

そ
れ
に
対
し
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
「
我
が
子
八
重
事
代
主
神
、
是
白
す
べ
し
云
々
」
と
答
え
、
そ
の
コ
ト
シ
ロ
ヌ
シ
は
「
此
の
国

は
天
つ
神
の
御
子
に
立
て
奉
ら
む
」
と
言
っ
て
去
っ
て
い
く
。
続
い
て
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
問
い
て
「
亦
白
す
べ
き

子
有
り
や
」
と
問
う
と
、タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
が
い
る
と
言
う
。
そ
う
す
る
間
も
な
く
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
と
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
力
比
べ
と
な
り
、

タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
は
敗
れ
て
去
っ
て
い
く
際
に
「
是
の
葦
原
中
国
は
天
つ
神
御
子
の
命
の
随
に
献
ら
む
」
と
ま
を
し
き
と
あ
る
。
続
い

て
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
「
汝
が
心
は
奈
何
に
」
と
問
う
と
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
「
此
の
葦
原
中
国
は
命
の
随
に
既
に

献
ら
む
云
々
」
と
答
え
、「
天
の
御み

に
へ饗
を
献
り
し
時
に
、
禱ほ

き
白ま
を

し
て
」、
ク
シ
ヤ
タ
マ
が
鵜
と
化
し
て
調
理
の
呪
詞
が
唱
え
ら
れ
る
。

そ
の
調
理
の
呪
詞
の
末
尾
「
天
の
真ま

な
ぐ
ひ

魚
咋
を
献
る
」
は
、
旧
稿
で
論
じ
た）
（1
（

よ
う
に
、
ク
シ
ヤ
タ
マ
を
通
し
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
こ
と

ば
と
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
が
高
天
原
に
戻
り
、「
葦
原
中
国
を
言
向
け
和や

は

し
平た
ひ
らげ
つ
る
状
を
復
奏
し
き
」
と
あ�

る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の
「
言
向
け
」
は
直
接
的
に
は
「
天
の
真
魚
咋
を
献
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
受
け
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
言
向
け
」
は
、
こ
れ
も
旧
稿
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
相
手
の
こ
と
ば
を
こ
ち
ら
に
向
け
る
よ
う
に
さ
せ
る
意
と
す
る
説
と
、
こ

と
ば
に
よ
っ
て
相
手
が
こ
ち
ら
に
向
く
よ
う
に
さ
せ
る
と
す
る
説
に
大
別
さ
れ
る
。
右
の
「
天
の
真
魚
咋
を
献
る
」
は
そ
の
前
者
の

方
で
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
服
属
誓
詞
を
天
つ
神
、
或
い
は
そ
の
使
い
の
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
に
向
け
る
よ
う
に
さ
せ
る
事
例
に
相
当
す
る
。

そ
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
「
献
る
」
こ
と
ば
は
、
前
掲
の
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
こ
と
ば
「
汝
が
心
は
奈
何
に
」
と
い
う
問
い
掛
け
に
応
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
「
汝
が
心
は
奈
何
に
」
と
い
う
問
い
掛
け
に
よ
っ
て
相
手
が
こ
ち
ら
に
向
く
よ
う
に
さ
せ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
言
向
け
」
の
始
ま
り
で
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
「
献
る
」
こ
と
ば
の
繰
り
返
し
に
よ
り
「
言
向
け
」
は
完

了
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
言
向
け
」
は
双
方
向
の
こ
と
ば
の
や
り
取
り
、
形
式
的
に
は
問
答
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
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タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
派
遣
に
よ
る
「
言
向
け
」
で
は
問
答
形
式
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
前
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
び
」
の

中
に
も
問
答
形
式
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。「
言
向
け
」
が
問
答
形
式
で
行
わ
れ
る
の
は
神
代
紀
で
も
見
ら

れ
る
。

　

六　

祭
祀
と
「
媚
び
」

既
に
し
て
二
神
（
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
）、
出
雲
の
五い十
田た

さ狭
の
小を
は
ま汀
に
降
到
り
て
、
大
己
貴
神
に
問
ひ
て
曰の
た
まは
く
「
汝
、

此
の
国
を
以
ち
て
天
神
に
奉
ら
む
や
以い

不な

や
」
と
の
た
ま
ふ
。
対こ

た

へ
て
曰
さ
く
、「
疑
は
く
は
、
汝
二
神
、
是
吾
が
処
に
来
ま
せ

る
に
は
非
じ
。
故
、
許
す
べ
か
ら
ず
」
と
ま
を
す
。
是
に
経
津
主
神
、
還
昇
り
報

か
へ
り
ご
と
ま
を

告
す
。
高
皇
産
霊
尊
、
乃
ち
二
神
を
還か

へ遣
し
、

大
己
貴
神
に
勅

み
こ
と
の
りし

て
曰
は
く
、「
今い

ま者
し
汝
が
処ま

を
す
こ
と言を

聞
く
に
、
深
く
其
の
理
有
り
。
故
、
更
に
条を

ち
を
ち々

に
し
て
勅
せ
む
。
夫
れ
汝

が
治
ら
す
顕あ

ら
は
な
る

露
之
事
、
是
吾
が
孫
治
ら
す
べ
し
。
汝
は
以
ち
て
神

か
く
れ
た
る
こ
と

事
を
治
ら
す
べ
し
。
又
汝
が
住
む
べ
き
天
日
隅
宮
は
今
し
供つ

く造

ら
む
。
…
…
又
汝
が
祭
祀
を
主

つ
か
さ
どら

む
者
は
天
穂
日
命
是
な
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
大
己
貴
神
報
へ
曰
さ
く
、「
天
神
の
勅み

こ
と
の
り教、

如か

此く

慇ね
も
こ
ろ懃

な
り
。
敢
へ
て
命
に
従
は
ざ
ら
む
や
。
吾
が
治
ら
す
顕
露
事
は
、
皇
孫
治
ら
し
た
ま
ふ
べ
し
。
吾
は
退
り
て
幽

か
く
れ
た
る
こ
と

事
を
治

ら
さ
む
」
と
ま
を
す
。（
神
代
紀
九
段
一
書
二
）

　

右
の
神
代
紀
一
書
二
で
は
、
フ
ツ
ヌ
シ
・
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
二
神
に
よ
る
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
対
す
る
「
言
向
け
」
が
問
答
形
式
で
な
さ

れ
る
が
、
当
初
は
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
拒
絶
し
て
効
を
奏
し
な
い
の
で
、
フ
ツ
ヌ
シ
が
天
上
に
報
告
す
る
。
そ
こ
で
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が

オ
ホ
ナ
ム
チ
に
勅
し
て
、
住
む
べ
き
宮
を
造
り
、
そ
の
祭
祀
を
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
に
さ
せ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
も
そ
れ
に
従

い
「
退
り
て
幽
事
を
治
ら
さ
む
」
と
あ
る
。
他
の
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
な
い
記
事
で
、
一
書
だ
か
ら
と
言
っ
て
無

視
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、『
古
事
記
』
の
ウ
ケ
ヒ
段
で
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
子
の
タ
ケ
ヒ
ナ
ト
リ
が
出
雲
国
造
な
ど
の�
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祖
、
神
代
紀
六
段
正
文
で
ア
メ
ノ
ホ
が
出
雲
臣
等
の
祖
と
さ
れ
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
を
出
雲
国
造
の
遠
神
と
す
る

と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
右
の
神
代
紀
九
段
一
書
二
が
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
者
と
す
る
の
も
、「
媚
び
」
の
用
語
は
な

い
も
の
の
整
合
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

右
の
神
代
紀
一
書
二
で
祭
祀
に
関
連
す
る
言
説
と
し
て
は
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
汝
は
以
ち
て
神
事
を
治
ら
す
べ
し
」
と
の
勅
に

対
し
て
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
が
「
吾
は
退
り
て
幽
事
を
治
ら
さ
む
」
と
の
言
が
注
目
さ
れ
る
。
新
編
全
集
の
「
神
事
」
の
頭
注
で
は
次
の

よ
う
に
説
く
。

従
来
カ
ミ
ノ
コ
ト
と
訓
み
、
祭
祀
の
こ
と
と
解
し
て
き
た
が
、「
顕
露
之
事
」
に
対
す
る
「
神
事
」
で
あ
る
か
ら
、
カ
ク
レ
タ
ル

コ
ト
と
訓
み
、
幽
界
の
こ
と
と
解
す
べ
き
も
の
。
後
文
に
も
「
幽
事
」
と
あ
る
。
目
に
見
え
な
い
神
の
世
界
、
身
を
隠
し
給
う

神
の
世
界
を
さ
す
。

　

右
の
訓
読
、
解
釈
に
従
え
ば
、
祭
祀
の
本
質
は
神
を
幽
界
に
鎮
め
る
こ
と
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
更
に
今
一
つ
注
目
す
べ
き
は
ア
メ

ノ
ホ
ヒ
を
オ
ホ
ナ
ム
チ
の
祭
祀
者
と
す
る
こ
と
を
言
う
の
が
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
『
古
事
記
』

で
は
ア
マ
テ
ラ
ス
と
と
も
に
、
神
代
紀
で
は
ほ
ぼ
単
独
で
天
か
ら
の
司
令
神
の
立
場
で
「
勅
」
を
す
る
存
在
で
あ
る
。
右
の
神
代
紀

一
書
二
で
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
勅
」
の
前
に
葦
原
中
国
で
の
フ
ツ
ヌ
シ
の
報
告
が
あ
り
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
「
勅
」
は
そ
れ
を
踏

ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
尚
、
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
に
関
し
て
は
別
稿
で
取
り
上
げ
た）

（1
（

の
で
そ
れ
に
譲
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、『
古
事
記
』、
神
代
紀
正
文
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
葦
原
中
国
へ
の
派
遣
で
は
復
奏
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
、
つ
ま
り
、

天
つ
神
の
承
諾
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
行
為
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
・
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
「
媚
び
」

た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
前
掲
し
た
よ
う
に
、『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
で
は
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
が
葦
原
中
国
を
巡
り
回
っ
て
そ

の
様
子
を
天
上
に
復
奏
し
、そ
の
後
に
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
御
子
ら
が
オ
ホ
ナ
ム
チ
を「
媚
び
鎮
め
」た
と
あ
っ
た
。
こ
の「
媚
び
鎮
め
」は
、

「
鎮
め
」
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
神
を
祭
祀
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、『
古
事
記
』、
神
代
紀
正
文
の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
場
合



72

は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
祭
祀
し
よ
う
と
し
た
が
「
言
向
け
」
に
至
ら
ず
復
奏
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
「
媚
び
附
き
」（『
古

事
記
』）「
佞

お
も
ね
り媚
び
」（
神
代
紀
正
文
）
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　

結

　
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
兄
弟
の
ア
メ
ノ
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
天
孫
や
王
権
に
繋
が
る
の
に
対
し
、
出
生

時
か
ら
し
て
王
権
に
関
わ
ら
な
い
存
在
で
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
や
そ
の
子
が
出
雲
国
造
や
出
雲
臣
の
祖
と
系
譜
付
け
ら
れ
て
い
る
。『
古
事

記
』、『
日
本
書
紀
』
に
対
し
て
、ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
対
応
が
異
な
る
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
は
平
安
朝
の
資
料
だ
が
、記
述
さ
れ
た
の
は
『
古

事
記
』、『
日
本
書
紀
』
と
同
時
代
と
見
な
さ
れ
、
出
雲
の
服
従
と
天
皇
讃
美
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』

の
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
で
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
に
「
媚
び
」
た
と
あ
る
が
、
そ
の
派
遣
の
目
的
は
葦
原
中
国
の
「
言
向
け
」

で
あ
り
、
後
の
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
の
派
遣
に
よ
る
「
言
向
け
」
で
は
『
古
事
記
』、
神
代
紀
と
も
に
問
答
形
式
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
び
」
の
内
実
は
問
答
形
式
が
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。『
古
事
記
』、
神
代
紀
正
文
の
場

合
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
、
オ
ホ
ナ
ム
チ
を
祭
祀
し
よ
う
と
し
た
が
「
言
向
け
」
に
至
ら
ず
復
奏
し
な
か
っ
た
、
そ
れ
が
「
媚
び
附
き
」�

（『
古
事
記
』）「
佞
媚
び
」（
神
代
紀
正
文
）
と
い
う
表
現
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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（
１
）
松
本
直
樹
「
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
は
な
ぜ
派
遣
さ
れ
る
の
か
」（『
古
事
記
神
話
論
』
新
典
社　

二
〇
〇
三
年
）。

 

（
２
）
戸
谷
高
明
「
国
譲
り
神
話
と
「
媚
附
」」（『
古
事
記
の
表
現
論
的
研
究
』
新
典
社　

二
〇
〇
〇
年
）。

 

（
３
）
飯
泉
健
司
「
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
の
「
媚
」」（『
古
事
記
研
究
大
系　

古
事
記
の
神
　々

上
』
高
科
書
店　

一
九
九
八
年
）。
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（
４
）
折
口
信
夫
『
折
口
信
夫
全
集
ノ
ー
ト
編
九
巻
』
中
央
公
論
社　

一
九
七
一
年
。

 
（
５
）
松
本
直
樹
『
出
雲
国
造
神
賀
詞
注
釈
』
新
典
社　

二
〇
〇
七
年
。

 

（
６
）
飯
泉
健
司
「
国
譲
り
」（『
王
権
と
民
の
文
学
』
武
蔵
野
書
院　

二
〇
二
〇
年
）。

 

（
７
）
白
川
静
『
新
訂
字
訓
』
平
凡
社　

二
〇
〇
五
年
。

 

（
８
）
榎
本
福
寿
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
成
り
立
ち
と
神
代
紀
―
忌
部
子
首
の
〝
し
ご
と
〟」（『
京
都
語
文
』
二
九
号　

二
〇
二
〇
年
）。

 

（
９
）
門
脇
禎
二
『
出
雲
の
古
代
史
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス　

一
九
七
六
年
。

 

（
10�
）
篠
川
賢
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
奏
上
儀
礼
小
考
」（『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
二
三
輯　

二
〇
〇
三
年
）。

 

（
11
）
瀧
音
能
之
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
の
神
話
」（『
駒
沢
史
学
』
一
二
号　

二
〇
一
二
年
）。

 

（
12
）
小
村
宏
史
『
古
代
神
話
の
研
究
』
新
典
社　

二
〇
一
一
年
。

 

（
13
）
大
浦
元
彦
「『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』
奏
上
儀
礼
の
成
立
」（『
史
苑
』
四
五
巻
二
号　

一
九
八
六
年
）。

 

（
14
）
ア
ン
ダ
ソ
ヴ
ァ
・
マ
ラ
ル
「
杵
築
大
社
の
成
立
」（『
ゆ
れ
う
ご
く
ヤ
マ
ト
』
青
土
社　

二
〇
二
〇
年
）。

 

（
15
）
松
前
健
「
天
穂
日
命
と
出
雲
国
造
家
一
族
」（『
日
本
神
話
の
形
成
』
塙
書
房　

昭
和
四
五
年
）。

 

（
16
）
吉
田
修
作
「
オ
ホ
ナ
ム
チ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
・
出
雲
大
神
」（『
古
代
文
学
』
六
〇
号　

二
〇
二
一
年
三
月
）。

 

（
17
）
吉
田
修
作
「
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
と
カ
ミ
ム
ス
ヒ
」（『
古
代
文
学
』
六
二
号　

二
〇
二
三
年
三
月
）。

 

【
引
用
テ
キ
ス
ト
】

　
『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
従
い
、
一
部
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。『
出
雲
国
造
神
賀
詞
』

は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
続
日
本
紀
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
に
従
っ
た
。




